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地方独立行政法人福岡市立病院機構第２期中期目標について 

 

１ 第２期中期目標の期間 

  平成 25 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで 

 

２ 第１期中期目標からの主な変更内容 

 

(1) 「前文」について  

  以下の項目を明記。 

① 第１期中期目標期間中の振り返り 

② 第２期中期目標期間における方針 

 ③ 新病院開院に向けた取組み 

④ 市民病院の経営改善の達成状況等を踏まえたあり方の検討 

 

(2) 「中期目標の期間」について 

  目標期間を「３年」から「４年」に変更。 

  

(3) 「医療サービス」について 

 以下の項目を追加。 

① 平成 26 年 11 月開院予定の新病院における取組み 

② 新型インフルエンザ等発生時における市民病院の役割 

③ 他の自治体等での大規模災害発生時の対応 

  

(4) 「業務運営の改善」について 

病院運営における専門知識等を持った職員採用や人材育成による事務部門等の専門

性の向上を追加。 

 

 (5) 「経営基盤の強化」について 

以下の項目を修正・追加。 

① 経営基盤の確立に向けた取組みについて，「運営費負担金繰入後の経常黒字達成」

から「運営費負担金の縮減」へ修正 

② 計画的な自己財源の確保を追加 

 

 (6) 「その他業務運営に関する重要事項」について 

以下の項目を追加。 

① 新病院の整備に向けた取組み 

② 開院後の円滑な病院運営等に向けた取組み 

③ 新病院が求められる役割を果たすため必要となる病床の確保 

④ 市民病院における継続的な経営の効率化 

資料４
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現行（第１期）中期目標と第２期中期目標との比較対照表 

 

現行（第１期）中期目標 第２期中期目標 

【目次】 

前文 

  

第１ 中期目標の期間 

  

第２ 住民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービス 

（１）良質な医療の実践 

（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

（３）災害時等の対応 

２ 医療の質の向上 

（１）診療体制の強化・充実 

（２）病院スタッフの確保と教育・研修 

（３）信頼される医療 

３ 患者サービス 

（１）患者サービスの向上 

（２）ボランティアとの共働 

４ 法令遵守と情報公開 

 

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事

項 

１ 運営組織 

２ 収支改善 

（１）増収 

（２）費用削減 

３ 人事・給与 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

経営基盤の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 新病院に向けた取組 

 ２ 福岡市民病院の経営改善の推進 

【目次】 

前文 

 

第１ 中期目標の期間 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービス 

（１）良質な医療の実践 

（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

（３）災害時等の対応 

 

 

 

 

２ 患者サービス 

（１）患者サービスの向上 

（２）ボランティアとの共働 

３ 医療の質の向上 

（１）病院スタッフの確保と教育・研修 

（２）信頼される医療の実践 

（３）法令遵守と情報公開 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事

項 

１ 自律性・機動性の高い運営管理体制の充

実 

２ 事務部門等の専門性の向上 

３ 意欲を引き出す人事・給与制度等の導入

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

１ 経営基盤の強化 

（１）運営費負担金の縮減に向けた経営基盤

の確立 

（２）投資財源の確保 

２ 収支改善 

（１）増収 

（２）費用削減 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 新病院の整備及び運営に関する取組 

 ２ 福岡市民病院における経営改善の推進 
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前文 

こども病院・感染症センターは，子どもが心

身ともに健やかに育成されることを目的に小

児専門の高度医療を提供する小児医療の中核

的な病院として，また，福岡市民病院は，地域

医療を基礎としつつ，高度医療及び高度救急医

療を提供する地域の中核的な病院として，それ

ぞれ質の高い医療を提供してきた。 

 

市立病院などの公立病院は，地域において提

供されることが必要な医療のうち，採算性等の

面から民間医療機関による提供が困難な医療

を，安定した経営のもとで，継続して提供して

いくことが求められており，国において，平成

１９年１２月に「公立病院改革ガイドライン」

が示され，地方公共団体は病院事業経営の改革

に総合的に取り組むことが求められている。 

 

こうした背景を踏まえ，福岡市においては，

平成２０年１月に「福岡市立病院の経営形態の

あり方」について福岡市病院事業運営審議会

（以下「審議会」という。）に諮問し，同年６

月に，両病院の抱える課題や福岡市の財政状況

等を考えると速やかに地方独立行政法人への

移行を図るべきとの答申が示された。この答申

を踏まえ，福岡市は「福岡市立病院経営改革プ

ラン」を策定し，平成２２年４月に地方独立行

政法人福岡市立病院機構（以下「市立病院機構」

という。）を設立することとした。 

 

福岡市としては，不採算医療等の政策的な医

療の提供にかかる必要な経費はこれまでどお

り福岡市が負担することとしたうえで，市立病

院機構が達成すべき目標をここに示し，医療制

度改革や診療報酬改定など医療を取り巻く環

境の変化に迅速かつ柔軟に対応しながら，福岡

市が担うべき医療を市立病院機構が安定的・継

続的かつ効率的に提供していくことを求める

ものである。 

 

前文 

地方独立行政法人福岡市立病院機構（以下

「市立病院機構」という。）は，平成２２年４

月の設立以来，こども病院・感染症センターに

ついては，次世代を担うこどもが心身ともに健

やかに育成されることを目的とし，主として小

児専門の高度医療を提供する病院として，ま

た，福岡市民病院については，地域医療を基礎

としつつ，高度医療及び高度救急医療を提供す

る地域の中核的な病院として，「いのちを喜び，

心でふれあい，すべての人を慈しむ病院を目指

します。」という市立病院機構の基本理念の下，

両病院の運営に取り組んできた。 

 

市立病院機構設立から平成 24 年度までの第

１期中期目標期間中においては，地方独立行政

法人制度の特長を活かし，市立病院機構職員が

一丸となって，住民のニーズに適切に対応し，

安全・安心な医療や高度な医療の提供に努め，

病院現場の実態に即した効率的・効果的な病院

経営が行われた結果，初年度より福岡市からの

運営費負担金繰入後の経常黒字を達成するな

ど，大きな経営改善が図られたところである。

 

第２期中期目標の策定に当たっては，医療環

境の変化に的確に対応し，高度救急医療，小児

医療，周産期医療を始め住民が求める医療の提

供に努めることにより，更なる医療水準の向上

を図るとともに，第１期中期目標期間中の運営

面・経営面における実績を踏まえ，引き続き経

営の効率化等に積極的に取り組むこととする。

 

平成２６年１１月の開院を目指し移転整備

を進めている新しいこども病院（以下「新病院」

という。）に関しては，一日でも早い開院を目

指して精力的に準備を進めるとともに，開院後

における早期の本格稼動及び市民に親しまれ

る病院づくりに努めることとする。 

 

 福岡市民病院については，平成２０年６月の

福岡市病院事業運営審議会答申及び同年９月

議会の「新病院の整備に関する決議」を踏まえ，

経営改善の達成状況や狭あい化・老朽化の状

況，医療環境の変化等を見ながら，福岡市にお

いて，そのあり方について検討していく。 
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第１ 中期目標の期間 

   平成２２年４月１日から平成２５年３

月３１日まで 

第１ 中期目標の期間 

   平成２５年４月１日から平成２９年３

月３１日まで 

第２ 住民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービス 

（１）良質な医療の実践 

市立病院機構は，地域における医療

水準の向上を図り，市民の健康の維持

及び増進に寄与するため，福岡市にお

ける医療施策として求められる高度専

門医療，救急医療等を提供すること。 

 

 

 

 

 

ア こども病院・感染症センター 

     小児医療（高度・地域・救急）のさ

らなる充実を図るとともに，産科を新

設し，周産期医療に取り組むこと。 

     第一種・第二種感染症指定医療機関

としての役割については，審議会の答

申を踏まえ，福岡県へ指定辞退を届け

出ているが，代替の医療機関が確保さ

れるまでの間は，その役割を果たすこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 福岡市民病院 

     高度専門医療を担う地域の中核病

院としての機能を維持しつつ，脳卒中

センターの充実や循環器系疾患への

対応強化などを進め，高度救急医療の

さらなる向上を図ること。 

 

 

 

 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

１ 医療サービス 

（１）良質な医療の実践 

市立病院機構は，地域における医療

水準の向上を図り，市民の健康の維持

及び増進に寄与するため，福岡市にお

ける医療政策として求められる高度専

門医療，救急医療等を提供すること。 

また，その役割を安定的・継続的に

果たすため，患者のニーズや医療環境

の変化に即して，診療機能の充実や見

直しを図ること。 

 

ア こども病院・感染症センター 

     小児に係る地域医療及び高度専門

医療を担う小児総合医療施設として

高い水準の医療機能を維持するとと

もに，第一種・第二種感染症指定医療

機関としての役割については，福岡県

に対し，新病院開院に先立つ早期の指

定辞退を届け出ているが，代替の医療

機関が確保されるまでの間は，その役

割を果たすこと。 

 

イ 新病院 

  新病院においては，平成２０年１

２月策定の新病院基本構想を踏ま

え，総合診療科，脳神経外科，歯科

口腔外科及び皮膚科を新設するとと

もに，産科を拡充し，こども病院と

してこれまで培ってきた小児医療

（高度・地域・救急）及び周産期医

療の更なる充実を図ること。 

 

ウ 福岡市民病院 

高度専門医療を担う地域の中核病

院としての機能を維持するととも

に，高度救急医療の更なる充実を図

ること。 

また，新型インフルエンザ等の感

染症発生時においては，福岡市にお

ける対策の中核的役割を果たすた

め，必要な対応を図ること。 
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（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

市立病院として，地域医療に貢献す

るため，地域の医療機関との連携・協

力体制の充実を図り，病病・病診連携

を積極的に推進すること。 

（３）災害時等の対応 

災害発生時やその他の緊急時におい

て，福岡市地域防災計画，各種疾患の

対策行動計画等に基づき，適切に対応

すること。 

 

 

 

２ 医療の質の向上 

（１）診療体制の強化・充実 

医療のさらなる高度専門化に対応し，

より安全で質の高い医療を安定的・継続

的に提供するため，必要に応じて診療科

の再編やセンター化を行うとともに，各

専門領域の医療スタッフが連携して診

療に取り組むチーム医療体制を充実さ

せるなど，診療体制の強化・充実を図る

こと。 

（２）病院スタッフの確保と教育・研修 

ア 医師 

医療水準を向上させるため，優れた

医師の確保に努めるとともに，教育・

研修体制の充実等を図ること。 

イ 看護師 

働きやすい環境づくりを進め，看護

体制の充実に必要な人員の確保を図

ること。また，専門性向上のための資

格取得等を奨励・支援する体制を整え

るなど，教育・研修システムを整備す

ること。 

ウ その他医療技術職 

適正な人員配置や部門間の連携強

化に取り組むとともに，研修体制を

充実させ，専門性や医療技術の向上

を図ること。 

エ 事務職 

     計画的にプロパー職員の採用及

び育成を行い，診療報酬改定等の医

療環境の変化や患者の動向等を迅速

かつ的確に把握・分析し，効果的な経

営戦略を企画・立案できる事務部門を

構築すること。 

（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

地域医療に貢献するため，地域の医

療機関との連携・協力体制の更なる充

実を図り，病病・病診連携を積極的に

推進すること。 

（３）災害時等の対応 

災害発生時やその他の緊急時におい

て，福岡市地域防災計画，各種感染症

の対策行動計画等に基づき，市立病院

として迅速かつ的確に対応すること。 

また，他の自治体等において大規模

災害が発生した場合は，医療救護活動

の支援に努めること。 

 ※「第２，２，医療の質の向上」は「第２，

３，」へ移動 
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３ 患者サービス 

（１）患者サービスの向上 

患者のニーズを的確にとらえ，より

柔軟な対応を行うなど患者サービスの

向上を図ること。 

また，より快適な療養環境を提供す

るため，院内環境の整備を進めるとと

もに，患者の利便性の向上を図ること。

 

（２）ボランティアとの共働 

ボランティアとの連携を図り，市

民・患者の視点に立ったサービス向上

のための取組を進めること。 

 

（３）信頼される医療 

市民に信頼される良質な医療を提供

するため，院内感染防止対策を確実に

実施するとともに，医療事故に関する

情報の収集・分析に努め，医療安全対

策の徹底を図ること。 

また，患者が自ら受ける医療の内容

を理解し，納得のうえで自分に合った

治療法を選択できるよう，十分な説明

に基づくインフォームド・コンセント

を徹底すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 患者サービス 

（１）患者サービスの向上 

患者のニーズを的確に捉えるととも

に，選ばれる病院であり続けるため，

患者サービスの向上に努めること。 

また，より快適な療養環境を提供す

るため，院内環境の整備を進めるなど，

患者の利便性の向上を図ること。 

 

（２）ボランティアとの共働 

ボランティアとの連携を図り，市

民・患者の視点に立ったサービス向上

のための取組を進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 医療の質の向上 

 

（１）病院スタッフの確保と教育・研修 

 医療水準を向上させるため，医師や

看護師を始め，優れた人材の確保に努

めること。 

また，研修体制の充実などにより，

スタッフの専門性や医療技術の向上を

図ること。 

 

（２）信頼される医療の実践 

市民に信頼される安全・安心な医療

を提供するため，院内感染防止対策を

確実に実施するとともに，医療事故に

関する情報の収集・分析に努め，医療

安全対策の徹底を図ること。 

また，患者が自ら受ける医療の内容

を理解し，納得の上で自分に合った治

療法を選択できるよう，十分な説明に

基づくインフォームド・コンセントを

徹底するなど，患者中心の医療を実践

すること。 
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４ 法令遵守と情報公開 

市立病院としての使命を適切に果たす

ため，医療法をはじめとする関係法令を遵

守することはもとより，行動規範と倫理を

確立し，適正な病院運営を行うこと。 

個人情報保護及び情報公開に関しては，

福岡市個人情報保護条例（平成１７年福岡

市条例第１０３号）及び福岡市情報公開条

例（平成１４年福岡市条例第３号）に基づ

き，適切に対応すること。 

また，専門医療に関する情報，各病院の

役割及び医療内容，地域の医療機関との連

携等についても，ホームページ等を活用

し，情報を発信すること。 

 

（3）法令遵守と情報公開 

市立病院としての使命を適切に果たす

ため，医療法を始めとする関係法令を遵守

することはもとより，行動規範と倫理を確

立し，適正な病院運営を行うこと。 

また，個人情報保護及び情報公開に関し

ては，福岡市個人情報保護条例（平成１７

年福岡市条例第１０３号）及び福岡市情報

公開条例（平成１４年福岡市条例第３号）

に基づき，適切に対応すること。 

さらに，病院の役割や医療内容等を積極

的に情報発信するなど，市民に開かれた病

院づくりに努めること。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事

項 

１ 運営組織 

市立病院機構の運営を的確に行えるよ

う，理事会及び本部事務局などの組織体制

を整備するとともに，市立病院機構内で適

切な権限配分を行い，各病院において病院

長がリーダーシップを発揮し，効果的・効

率的な経営が可能となる運営管理体制を

構築すること。 

 

２ 収支改善 

（１）増収 

診療体制の充実，病床利用率の向上

や高度医療機器の稼働率向上を図り，

増収を目指すこと。 

また，診療報酬の請求漏れや査定減の

防止，未収金発生の防止や確実な回収に

努めること。 

（２）費用削減 

予算科目及び年度間で弾力的に運用

できる会計制度を活用した予算執行を

行うことにより，効果的・効率的な事

業運営に努めること。 

また，価格交渉の徹底や多様な契約

手法の活用，委託業務の見直し等を行

い，費用の削減を図ること。 

さらに，計画的な維持修理による施

設の長寿命化と投資の平準化，施設運

営・保守管理の効率化，既存施設の有

効活用などのアセットマネジメントを

推進すること。 

 

３ 人事・給与 

職員の意欲を引き出す人事制度を構築

し，職員の業績や能力を的確に評価するた

めの公正かつ客観的な人事評価システム

の導入に努めること。 

また，病院の業績等に応じた給与制度を

導入し，職員のモチベーションの維持・向

上及び人件費の適正化を図ること。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事

項 

１ 自律性・機動性の高い運営管理体制の充

実 

地方独立行政法人制度の特長を活かし，

各病院が自らの特性や実情を踏まえ，より

機動的に業務改善ができるよう，各病院に

おいて病院長がリーダーシップを発揮し，

自律性を発揮できる運営管理体制の充実

を図ること。 

 

※「２，収支改善」は「第４，財務内容の改

善に関する事項」へ移動 

 

 

 ２ 事務部門等の専門性の向上 

事務部門等においては，病院運営に関す

る専門知識や経営感覚を持ったプロパー

職員の計画的な採用に努めるとともに，経

営手法の企画・立案に関する戦略機能を強

化するため，各病院の経営支援を的確に行

える人材の育成に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 意欲を引き出す人事・給与制度等の導入

職員の意欲を引き出す人事制度を構築

し，職員の業績や能力を的確に評価するた

めの公正かつ客観的な人事評価システム

の導入に努めること。 

また，病院の業績等に応じた給与制度を

導入し，職員のモチベーションの維持・向

上及び人件費の適正化を図ること。 

さらに，福利厚生の充実や職場環境の整

備など，職員が働きやすい環境の確保に努

めること。 
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第４ 財務内容の改善に関する事項 

経営基盤の確立 

市立病院の使命を果たすため，福岡市か

らの必要な経費負担後の経常黒字が達成

できる経営基盤を確立すること。 

そのため，経営に関する情報を迅速に把

握し，部門ごとの経営状況の分析や他病院

との比較分析を行うなど，経営改善のため

に取り組むべき課題を明確にし，効率的な

病院経営に努めること。 

また，部門ごとに具体的な目標を設定

し，その達成状況を適宜確認するなど経営

管理を徹底すること。 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

１ 経営基盤の強化 

（１）運営費負担金の縮減に向けた経営基盤

の確立 

福岡市の厳しい財政状況を踏まえる

と，引き続き市立病院機構全体の運営費

負担金の縮減が求められることから，更

なる経営の効率化や健全化に向けた取

組を進め，安定した経営基盤を確立する

こと。 

  

（２）投資財源の確保 

施設整備や高額医療機器の更新な

ど，今後の投資計画を踏まえながら，

自己財源の確保に努めること。 

 

２ 収支改善 

（１）増収 

診療体制の充実や効率的な病床利用

及び高度医療機器の稼働率向上に努め

るとともに，診療報酬改定等の医療環

境の変化に的確に対応し，増収を目指

すこと。 

また，医療費の未収金発生の防止や

確実な回収に努めること。 

 

 

（２）費用削減 

地方独立行政法人の会計制度を活用

した効果的・効率的な事業運営に努め

るとともに，効果的な費用の削減に努

めること。 

また，計画的な維持修理による施設

の長寿命化と投資の平準化，施設運

営・保守管理の効率化などのアセット

マネジメントを推進すること。 

 



10 
 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 新病院に向けた取組 

こども病院・感染症センターについて

は，ＰＦＩ手法により整備を行う新病院整

備等事業を承継し，平成２６年３月の開院

を目指して確実に事業を進めていくこと。

また，新病院の機能拡充に伴う職員の増

員に対応するため，開院に向けて医療従事

者を計画的に採用するなど，必要な準備を

行うこと。 

   なお，今後の新病院の整備にあたって

は，平成２０年９月の福岡市議会における

「新病院の整備に関する決議」の趣旨を踏

まえること。 

 

 

 

 

 

２ 福岡市民病院の経営改善の推進 

福岡市民病院については，審議会から

「市民病院は，東区，博多区，糟屋地区に

おける中核的な病院として機能している

こと及び市の医療政策の総合的な推進の

観点，さらに，経営改善の進捗も期待でき

ることから，当面は現在の施設を活用して

存続させることが適当であると考える。こ

の場合，経営の効率化や健全化に向けた取

り組みに，従来以上の努力を行っていくこ

とが前提となる。なお，繰入金が増大する

など経営改善の達成状況が不十分な場合

や，施設老朽化の時期においては，医療環

境や財政状況など諸条件を踏まえて，市民

病院のあり方について，再度検討する必要

があると考えられる。」との答申がなされ

ている。 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 新病院の整備及び運営に関する取組 

新病院の整備については，こども病院移

転計画調査委員会において指摘のあった

防災対策などについて十分配慮し，株式会

社ＦＣＨパートナーズとの連携強化を図

りながら，平成２６年１１月の開院を目指

すとともに，地域住民に対する積極的な情

報発信などにより，市民に親しまれる病院

づくりに努めること。 

また，開院後において，円滑な病院運営

及び質の高いサービスの提供を行えるよ

う，医療従事者の確保など，必要な取組を

着実に行うこと。 

さらに，小児医療，周産期医療を取り巻

く状況や医療環境の変化等を踏まえ，新病

院が求められる役割を果たすため，引き続

き必要となる病床の確保に努めること。 

 

２ 福岡市民病院における経営改善の推進 

福岡市民病院の経営改善については，地

方独立行政法人化後２年目で病院開設以

来初となる医業収支の黒字化を達成する

など，順調に進んでいるところであるもの

の，福岡市の厳しい財政状況を踏まえ，市

立病院として担うべき医療を着実に行い

ながら，引き続き経営の効率化に努めるこ

と。 

 

 


